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・
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＼

論

叢

小
作
制
定
小
作
法
〔
三
)

小

作

制

亡
小

作

法

〔
三
)

二

我

国

の

小

作

制

第
十
四
巻

(第
三
號

五
八
)

四

七
八

河

甲

嗣

郎

前
項
に
之
を
明
か
に
し
花
や
う
に
、
我
國
に
は
省
は
履
く
諸
地
方

に
分
盆
小
作
制
が
散
在
し
て
居

る

け

れ

こ

も
、
併
し
之
を

一
般
的

に
謂

へ
ば
、
我
国

の
小
作
制
は
、
今
や
漸
く
純

企
業
的
小
作
制

に
入
ら

ん
`
し
て
、
正
に

分
盆
小
作
制
亡
の
問
の
過
渡
的
状
態
に
在

る
も

の
ε
見
る
が
當
を
得
だ
見
方
で
め
る
。

即
ち
小
作
人
は
輩
純
に
勢
務
を
提
供
し
て
耕
種
を
行
ひ
、
そ
の
報
酬
円
し
て
牧
穫
物
の

一
定
歩
合
を
牧
得
す
る

ε
い
ふ
だ
け
で
は
な
く
、
從
て
耕
作
輕
鞍
上
に
於
て
も
帯

し
地
主
の
指
圖
を
受
く
る
も
の
で
は
な
く
、
可
也
猫
立

に
経
管
を
専
行

し
、
小
作
経
管
上
に
要
す
る
耕
牛
馬
、
農
具
、
屋
舎
等
は
自
ら
之
を
所
有
し
、
種
子
肥
料
の
如

き

も
之
を
自
辨
す
る
を
原
則
ε
寫
し
、
小
作
料
は
又
之
を
質
物
に
於
て
納
入
す

る
け
れ
こ
も
、
共
額
は
契
約
上

一
定

し
て
居
て
、
救
護
の
歩
合
に
依
て
定
め
ら
れ
て

は
居
ら
ね
、
此
等

の
黙
よ
り
し
て
之
を
見
れ
ば
、
我
國
の
小
作
廟

は
、
最
早
決
し
て
純
粋
な
る
分
盆
小
作
制

で
は
な
く
、
既
に

一
歩
其

の
域
を
脱
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
夏
に
好
く
賞
状
を
察
す
れ
ば
、
小
作
人
は
其
の
小
作
経
管
上
に
放
て
凋
立
に
之
を
専
行
し
得
る
や
う
で

は
あ
る
け
れ
ご
も
、
や

は
り
ま
だ
地
主
の
支
配
よ
り
塗
然
濁
立
す

る
を
得
す
、
作
物
の
種
類
の
選
揮
や
、
耕
種
上



の
大
禮

の
方
針
方
法
や
に
就

い
て
は
、
地
主
の
容
啄
冠
監
督

ε
を
受
け
ざ
る
を
得
ざ
る
有
様
に
在
る
。
そ
し
て
脛

鞍
上
に
必
要
ε
す
乃
資
本
的
手
段
に
至

っ
て
も
、
用
具
種
子
肥
料
等
の
全
部
叉
は

一
部
給
奥
を
憂
く
る
例
も
少
ぐ

な
く
、
ヌ
更
に
小
作
料

に
至

っ
て
は
、
成
程
そ
の
額
は
分
量
的

に
定
ま

っ
て
は
居

る
も
の
}
、
契
約
上
そ
の
定
ま

っ
た
額

だ
け
は
、
ピ
」
ん
な
事
が
め

つ
て
も
之
を
地
主

に
支
彿
ひ
、
從
て
年
々
の
作
柄

の
豊
凶
に
依
る
損
失
も
利
得
.

も
、
総

べ
て
之
を
自
己
の
肩
上
に
荷
ひ
、
其

の
影
響
を
地
主
に
鱒
嫁
す

る
こ
ε
を
し
な
い
ど
い
ふ
の
で
は
な

く
、

其
の
契
約
上
の
定
額
は
李
年
作
を
標
準
こ
し
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
作
凶
作
の
場
合

に
は
、
そ
の
減
額
を
要

求
す
る
ε
い
ふ
を
以
て
寧

ろ
通
例
ご
駕
し
、
此
事
あ
る
が
矯
め
に
現
に
年
々
諸
所

に
於
て
小
作
料
軽
減
の
折
合
上

に
争
議
を
生
じ
、
現
下
益

々
其
勢
を
増
し
つ
》
め
る
小
作
紛
争
な
る
も
の
は
、
圭

ご
し
て
此
黙
に
關
す

る
紛
争
た

る
有
様

に
在

る
。
即
ち
小
作
料
　は
假
に
便
宜
上
定
額
制
ε
は
な

っ
て
居

る
も

の
＼
、
.や
は
り
茸
ハの
精
神
に
於
て
は

歩
合
制
を
保
存
し
、
小
作
料

の
高
を
し
て
牧
穫
の
多
少
に
準
慮
せ
し
む
る
精
神
が
遺

っ
て
居

る
の
で
あ
る
。
此
等

の
難
か
ら
之
を
見
れ
ば
、
我
国
の
小
作
制
は
未
だ
術
ほ
純
然
π
る
猫
立
企
業
的
の
も

の
ご

は
な
b
径

な

い
で
、
英

吉
利
な
ご
に
典
例
を
見
る
や
う
な
進
歩
せ
る
も
の
ご
ま
で
は
進
む
で
居
ら
澱
。

、
.

-

更
に
叉
之
を
小
作
契
約
の
方
法
、
そ
の
期
間
等
に
就
い
て
見

て
も
、
文
書

を
以
て
所
謂
正
式
の
契
約
を
行

ふ
も

の
は
寧
ろ
少
く
、
大
抵
は
口
約

に
依
り
慣
習
的

に
之
を
行
ふ
も
の
た
る
に
過
ぎ
狙
。
叉
そ
の
契
約
期
間
は
、

一
定

年
轍
を
豫
め
明
約
す
る
も
の
も
め
る
け
れ
こ
も
、
そ
れ
は
や
は
り
小
敷
で
あ

っ
て
、
大
多
数
の
場
合
は
豫

め
之
を

論

叢

小
作
制
こ
小
作
法
(三
)

第
十
四
巻

(第
三
號

五
九
)
・
四
七
九

-.

`
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論

叢

小
作
制
ζ
小
作
法
(三
)

第
十
四
巻

(第
三
號

し
山ハ
0
)
.
四
八
〇

一
定

せ
す

、
両

常
事
潜
時

に
地
主

に
於

て
随
時
之
を

解
約

し
得

る
も

の
ご
し
、
そ

の
解
約

は
慣

習
上

一
定

の
猶

豫

期
間

を
置

い
て
行

は
る

》
こ
ご
＼
な

っ
て
居

る
に
過

ぎ

楓
。
從

て
解
約

な
き
限
り
永

く
引
纏

い
て
契

約

が
保

π
れ

て
行

く
も

の
ざ
す

る
。
此

等

の
黙

か
射

し

て
之

を
致

へ
て
見
て
も

、
我
国

の
小
作

制

は
、
現
今

ま
だ
甚

だ
傳

習
的

な
幼

稚
な
所

を
持

っ
て
居

り
、
漸
く

分
盆
制
を
脱

し

て
未

だ
純
企
業
制

に
入
る
を
得

す
、
帥
ち

そ
の
過

渡
的

献
態

の
下

に
、
両
制

度

の
中
間

に
位
す

る
や
う
な
有
様

に
在

る

の
で
あ

る
。

右

の
見

解

の
大
膿

に
於

τ
愛
當

な

る
を
實
謹

せ
む

が
爲

め
に
、
試

に
、
小
作
制

電
し
て
の
其

の
性
質

を
明

か

に

す

底
上

に
重
要

な
り

ε
考

へ
ら

る

Σ
諸

黙

に
就

い
て

、
前

掲
本
邦

小
作
慣

行
調
査
書

に
示

さ
れ
た

る
所

を
窺

っ
て

見

る
こ
ε

ン
す

る
。

　

　

む

　

　

　

　

洗
づ
小
作
契
約
の
期
間
に
就
い
て
は

「
一
般
に
期

限
を
定
め
す
小
作
人
に
於
て
不
都
合
の
行
爲
な
き
限
り
年
々

継
続

小
作
せ
し
む
る
を
普
通
ε
す
、
但
小
作
講
書
を
以
て
契
約
す

る
も
の
は
、
三
年
乃
至
五
年
位
の
期
限
を
附
せ

る
も
の
多
き
も
、
之

ε
て
地
主

に
於
て
入
用
の
節
は
引
戻

し
得
る
契
約
め
る
を
普
通
ご
す
」

「桑
園
、
果
樹
園
の

⑳

如
き
永
年
圃
に
於
て
は
、
十
年
乃
至
十
五
年
位
の
期
限
を
附
せ
る
も
の
砂

か
ら
す
」
ε
記
さ
れ
て
あ
る
。
而
し
て
小
.

作
人
が
契
約
に
違
背
し
叉
は
不
都
合
の
行
爲
あ
る
場
合
に
、
地
主
よ
り
小
作
契
約
を
解
除
す
る
際
に
は

「
前
年
十

一
月
よ
り
翌
年
二
月
迄
の
間

に
於
て
、
作
付
前
な
れ
ば
其
儘
、
若
し
作
付
後
な
れ
ば
、
肥
料
代
種
チ
代
及
び
手
間

賃

の
幾

牙
を
小
作
人
に
賠
償

し
て
引
戻
す
」
を
通
例
ε
す

る
。
併
し
小
作
人
側
よ
り
し
て
近
地
を
駕
す
場
合
に
は
、

20)農 務局調査 『小 作演目.に關 す ろ資料』一頁



P

旭、

,

何
等
の
賠
償
を
爲
な

い
の
で
あ
る
。

右
の
如
く
な
る
が
故
に
、
我
国

の
小
作
契
約
は
、
多
数

の
も
の
は
謄
分
長
く
縫
績
す
る
が
例
で
あ
っ
て
、
小
作

人
の

一
生
に
渉

っ
て
同

一
小
作
の
行
は
る
Σ
が
如
き
は
、
決
し
て
稀
な
例
で
は
な
い
。
叉
小
作
人
が
死
亡
し
て
其

儘

小
作
契
約
が
そ
の
相
続
人
に
依
て
織
承
せ
ら

る
＼
場
合
も
少
く
な

い
の
で
め
る
。
要
す
る
に
、
小
作
契
約

に
關

す

る
法
律
観
念
は

一
般
的

に
甚
だ
疎
慢
で
あ

っ
て
、
其

の
縫
績
期
間
の
如
き
も
、
有

っ
て
無
き
が
如
く
、
無
く
て

然

か
も
之
れ
有
る
有
様
な
り
ε
か
る
。
即
ち
契
約
は
慣
習
的
に
、
告
知
期
間
附
き
の
随
時
解
約
制

(罪
旦
穿
p
じ

に

撮

力
、
解
約
椹
は
當
事
者
双
方
之
を
有
す

る
も
の
ε
な

っ
て
居

る
の
で
め
る
。

・

　

　

　

次
に
小
作
料

に
閲
し
て
は
、
田
の
小
作
料
は
殆
ん
ご
例
外
な
く
米
穀
を
以
て
之
を
納
む
る
も
の
こ
な

っ
て

居

り
、契
約
上
初
か
ら
貨
幣
額
を
以
て
之
を
約
す
る
も
の
は
、
僅
少
な
る
特
例

ご
し
て
之
を
見
る
を
得
る
に
過
ぎ
漁
。

即
ち
調
査
書
に
表
は
れ
た
所
で
は
、
兵
庫
、
群
馬
、
三
重
、
山
梨
、
青
森
、
石
川
、
愛
媛
、
佐
賀
等

の
諸
縣
に
を

.

の
特
例
を
見
る
。
尤
も
沖
縄
縣
に
は
や

〉
廣
く
金
納
制
が
行
は
れ
て
居
る
や
う
に
示

さ
れ
て
あ
る
。
而
し
て
小
作

料
た
る
米
鳳
脱
穀
調
製
せ
ら
れ
だ
る
も
の
を
以
て
す

る
が
普
通
で
あ
る
が
、
籾
を
以
て
牧
納
す
る
例
山
梨
、
長
野

二
縣
に
廣
く
之
れ
あ
b
、
叉
長
崎
縣
南
松
浦
郡
及
び
熊
本
縣
天
草
郡
に
之
を
見

る
を
得
る
の
み
で
あ
る
。
佃
ほ
二

毛
作
田
に
於
け
る
裏
作
に
謝
し
て
小
作
料
を
徴
す

る
所
に
在

っ
て
は

(
之
を
徴
せ
ざ
る
が
普
通
で
あ
る
が
)
繰
萎

又
・
奏

を
以
・
之
・
充

て
し
む
る
の
で
あ
砺
・
(径
遜

之
れ
や
は
り
絶

し
た
も

の
を
納
め
る
蕊

ふ
原
則
か

論

叢

小
作
制

定
小
作
法

(三
)

第
十
四
巻

(第
三
號

六

}
)

四
八

一

9
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辱

論

叢

小
作
刮
ぐ」小
作
法
(三
)
.

第
十
四
巻

(第
三
號

六
二
)

四
八
こ

ら
出

て
來

て
居

る
も

の
.で
あ
ら

う
。
、

併

し
右
は

一
般

の
原

則
的
事
例

に
就

い
て
言

っ
た

も

の
で
あ

る
か
ら

、
特

例
冠
し

て
は

、
田
の
小
作
料
を

秩
萎

小
変

、
大
変

、
菜

種

、
糢
糊

等

に
依

て
収
納
す

る
も

の
も
諸
縣
下

に
少

か
ら

ざ

る
を
忘

れ
て
は
な
ら

漁
。
而

し
て

そ
れ
等

は
叉

大
抵

は
當
該

田
に
於
け

る
作
物

そ
の
物

を
牧
納

す

る
ε

い
ふ
主
旨

に
出

て
居

る
こ
ε
は
、
右

に

一
吉

し
た
所

ε
異

る
な
し

オ
見

て
、

大
過
な

い
で
あ
ら
う

。

.

畑
地

の
小
作

料
は
、
地
方

々

々
に
於

け
る
田
地

の
廣

挾
、
作

付

作
物

の
種

類
の
如
何
等

に
依

て
、
著

し
く

そ
の

種
類

を
異
に
し
、
田
地

の
小
作
料

に
於

け
る
ほ
こ

一
様

に
之
を
述

べ
難

い
。

把

皮
金
國

に
渉

っ
て
之
を
見
た

る
も

の
ビ
し
て
概

し
て
之
を
盲

へ
ば
、
米

穀

に
依

る
も

の
最
も
多

く
、
大

豆

、
大

変
等

に
よ
る
も

の
叉

は
金
納
な
.る
も

の
之

に
亜
ぐ

ε
せ
ら

れ
て
居

る
、

而
し
て

「
畑

の
米
納

小
作

は
、
愛

知
、
長
野

以
西

の
諸
府

縣
及

び
北
陸
諸
縣

に
多

く
、
大

豆
を

以
て
小
作
料

を
定

む

る
例

は
、
東

北
各
縣

に
多

く
、
金
納

小
作

の
例
は

關
東

の
諸
府
縣
及

び
新

開
地

π

る
北
海

道

に
多
く

、
叉
大
豆

及
び
大
変
伊
納

の
例
は
関
東
地
方
中

埼

玉
、
群
馬

、茨

木
、栃

木
の
諸

縣

に
多

し
。
其

の
他
大
変
、
裸
変
、
粟

を
以

て
定
む

る
例
も

少
か
ら
ず
。

叉
小
餐
、

小

豆
、
稗

、
蕎

萎

、
甘

藷

等
を

以
て
定
む

る
例

僅

に
あ

り
。

又
稀
有

の
例

ご
し
て
桑
、

生
締
、
・蘿
蔔

、
苧
賦

、
紙
、

楮

皮
、
三
極

皮
、

玉
蜀
、
黍

、
菜
種

、
砂

糖

　
の

綿
等
を
以
て
定
む
る
例
及
び
労
役
を
以
て
小
作
料
起
代

へ
る
例
あ
り
」

ε
記
さ
れ
て
あ
る
。

即
ち
右
の
如
く
、
田
の
小
作
料
は
原
則
ε
し
て
未
納
、
畑
の
小
作
料
は
米
餐
其
他
雑
穀
乃
至
は
諸
生
産
物
を
以

22)同 書..卜頁
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て
之
を
牧
納
す

る
こ
ご
N
な

っ
て
居
て
、
そ
の
黙
に
於
て
我
国
の
小
作
制
は
、
や
は
り
大

い
に
原
始
的
な
佛
を
止

め
て
居

る
。
少
く
ε
も
ま
だ
完
全
な
る
貨
幣
脛
濟
の
域

に
進
む
で
居
ら
ぬ

.
け
れ
こ
も
、
生
産
物
を
以
て
す

る
小

作
料
を
ば
、
両
當
事
者
合
意

の
上
、
場
合
に
依
て
其

の
賠
償
を
以
て
授
受
す
る
こ
ビ
は
、
便
宜
上
屡
々
行
は
る
エ

の

所

で
あ
っ
て
、
都
會
附
近
の
地
方
に
典
例
多
く
、
天
養
欝
地
方
に
も
典
例
少
か
ら
す
ε
報
告
さ
れ
て
あ
る
か
ら
U

此
黙
に
關
し
て
は
今
や
多
少
事
情
推
移
の
傾
呵
あ
る
こ
`
だ
け
は
、
之
を
記
憶
し
て
置

㌍
ね
ば
な
ら
識
。

　

コ

　

　

　

次
に
小
作
料
の
高

に
至

っ
て
は
、
土
地
の
生
産
力
の
相
違
、
小
作
人
ご
地
主
ビ
の
敷
の
多
少
、
両
者
の
肚
會
的

地
位
及
び
縄
濟
實
力
の
相
違
す

る
に
依

っ
て
、
決
し
て

]
様
な
る
を
得
な

い
の
だ
か
ら
、
之
を
概
括
し
て
示
す

こ

ご
が
甚

だ
困
難
で
あ
る
が
、
小
作
慣
行
調
査
書
が
、
企
國
牛
均
の
中
等
閏
畑

一
反
歩

の
明
治
四
十

一
年
以
降
五
年

間
季
均
實
牧
小
作
料
額
埴
し
て
示
す
所
を
見
れ
ば
、
田
地
は

一
毛
作
田
に
於
て
水
入
斗
九
升

八
合
、
二
毛
作
田
に

於
て

一
石

一
斗
五
升
六
合
ε
あ
り
、
畑
は
米
穀
小
作
料
な
る
も
の
に
於
て
五
斗
七
升

「
合
、
大
豆
小
作
料
な
る
も

の
に
於
て
四
斗
五
升
三
合
.
裸
婆
納
の
も
の
に
於
て
八
斗
〇
三
合
ε
な

っ
て
居

る
。
今
迄
を
田
畑

に
於
け
る
肢
穫

實
牧
童
に
謝
す
る
歩
合
に
し
て
見

れ
ば
、

一
毛
作
田
に
於
て
五
割
三
分
五
厘
、
二
毛
作
田
に
於
て
五
割
六
牙
九
埋

脚

(裏

作
は
全

部
小
作
人

の
収
入

ε
し
て
)
に
當

る
。
畑
地

の

小
作
料

は
、
作

物

の
種
類
雑
多

で
然

か
も
牧

獲
物

`
小

作

科
ε
し
て
牧
納
す

る
も

の
ε
が

、
同

一
物

な
ら
ざ

る
湯

谷
も
少

く
な

い
も

の
だ
か
ら
、
之

を
全
国
牛
均

的

に
示

す

こ
域
が
更

に

一
　贋
困
難

で
あ
る
。

論

叢

小
作
制
ミ
小
作
法
(三
)

第
+
四
巻

(第
三
號

六
三
)

四
八
三
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小
作
制
さ
小
作
法

(三
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十
四
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三
號

夫
四
)

四
八
四

.

・
試
に
全
園
内
各
府
縣
別
に
し
て
、
上
中
下
沓
階
級
の
田
地
の
契
約
小
作
料
額
畳

牧
小
作
料
額
笈

ぴ
後
者
が

當
該
地
・
實
軽

量
爵

す
・
蓉

・
美

売

て
示
す
・、
ε
与

る
。

(鍵

に
關
す
る
も
の
畿

治
四
±

　

年
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O
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ロ

0
、
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.

O
、
　石
五

〇
、
】…室
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碧

六
.

o
、三

一
、
一
宗

垂

.六
[

話

●力

者

・0

=三
・
二

言

・七
[

穴
.
胃

[
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⊃皇

・、皇

萱

　

葦

-

一

五

・

右
表

に
就
て
之
を
見
る
に
、
契
約
小
作
料
も
實
牧
小
作
料
も
、
地
方
ド
依
て
少
か
ら
ざ
る
相
違
が
あ
り
、
其
の

高
低
の
比
較
に
至
っ
て
は
、
其
の
實
額

の
上
か
ら
は
到
底
之
を
見
定
め
る
こ
ε
が
出
來
澱
。
唯
だ
吾
等
の
研
究

に

取

っ
て
見
遁
す

べ
か
ら
ざ
る
黙
は
、
契
約
上
の
小
作
料
の
額
ε
實
際
牧
納
さ
れ
π
る
小
作
料
の
額

ε
の
問

に
相
違

あ
る
ご
ε
之
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
契
約
上
の
小
作
料
以
外
弔
實
牧
小
作
料
な
る
も
の
》
存
す
る
こ
ご
之
れ
で

あ
る
。
若
し
我
国
の
小
作
制
が
純
企
業
的
小
作
制
ε
な

っ
て
居
る
な
ら
ば
、
両
者
は

一
致
す

べ
き
筈
で
、
小
作
人

は
作
柄
の
多
少

に
拘
ら
す
、
契
約
し
た
だ
け
の
小
作
料
は
之
を
納
入
す
る
も
の
た
る

べ
き
筈
で
あ
る
。
然
る
に
實

際
に
於
て
斯
く
の
如
く
、
両
者
が
相
違
す

る
所
以
の
も
の
は
、
前

に
之
を
述

べ
陀
や
う
に
、
我
国

に
在

っ
て
は
、

小
作
料
の
額
は
定
額

の
契
約
が
せ
ら
れ
は
せ
ら
る
」
も
の
ン
、
小
作
人
は
作
柄
の
豊
凶
に
依
っ
て
小
作
料
を
納
入



、

す
る
額
を
別

に
す
る
を
正
常
ε
考

へ
、
不
作

の
場
合
に
は
地
主
に
其

の
減
額
を
請
求
し
、
以
て
小
作
料
の
大
さ
を

牧
穫

の
大
さ
に
適
合
せ
し
め
ん
ご
す
る
風
あ
る
が
爲
め
に
然
る
も
の
た
る
に
外
な
ら
ぬ
。
而

し
て
此

の
慣
習
は
我

国
の
小
作
を
し
て
甚
だ
歩
合
小
作
的
な
る
性
質

を
有
せ
し
め
、
牧
穫
量
の
多
少
に
悉
じ
て
小
作
料
は
奨
動
し
、
牧

穫
の
高
に
謝
し
て
常
に

一
定
標
準
歩
合
を
保
た
ん
こ
す

る
も
の
π
ら
し
む
る
も
の
ε
す

る
。

.

仍
て
之
を
實
納
小
作
料
の
質
地
牧
穫
荷
馬
劃
す

る
歩
合
を
見
れ
ば
、
大
抵
は
四
割
六
七
分
か
ら
五
割
以
上
五
割

五
⊥八
分
迄

の
間
を
昇
降
し
,
前
に
掲
げ
泥
や
う

に
、
全
国
千
鈞
的

に
見
た
る
中
田
の
小
作
料
歩
合

は
五
割
三
分
五

厘
に
當
る
こ
ε
Σ
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
大
膿

に
於
て
孚
々
制
に
近
き
も
の
で
あ

っ
て
、
此

の
歩
合
關
係

か
ら
之

を
推
せ
ば
、
何
ξ
な
く
彼
の
分
盆
小
作
制
を
偲
ば
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
或
は
之
れ
、
昔
時

一
般
的
に
行
は
れ
把

る
祈
年
約
分
盆

小
作
制
が
少
し
く
進
化
し
て
、
其

の
歩
合
の
實
量
的
内
容
に
當
る
分
量
を
以
て
契
約
標
準
小
作
材

ε
駕
す
に
至
り
、
藪
に
漸
く
歩
合
制
よ
り
定
額
制

に
入
り
乍

ら
、
然
か
も
そ
の
定
額
は
昔
時

の
歩
合
關
係

の
佛
を

止
む
る
も
の
ε
見
る
を
得
せ
し
む
る
に
足
る
な
し
ε
せ
な

い
の
で
め
る
。
私
は
比
熱
か
ら
考

へ
て
も
、
昔
時

↓
般

的
に
我
国
に
行
は
れ
た
小
伶
制
は
、
前
に
其

の
遺
物
を
示
し
た
る
所

ε
併
せ
湾

へ
て
、
折
半
的
分
金
制
だ
っ
陀
ら

う
ご
思
は
ざ
る
を
得
な
い
。
少
く
ε
も
現
今
我
国
に
於
け
る
小
作
料

の
決
定
が
、
か
の
り
刀
ー
ド
一
流
の
地
代
の

理
論
に
振
て
行

は
れ
て
居
る
も
の
ε
は
考

へ
ら
れ
露
。

リ
カ
ー
.ド
一
式
地
代
論
は
、
佛

伊
に
行
は
る
N
公
益
小
作

制
に
野
し
て
、
直
ち
に
其
の
適
用
な
き
が
如
く
、
我
園
現
行
の
小
作
料
制
に
關
し
て
も
、
直
ち
に
其
儀
適
用
し
得

論

叢

小
作
刮
ぐ」小
作
法
(三
)

第
十
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三
撹

六
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論

叢

小
作
制
こ
小
作
法
(三
〕
.

第
十
四
巻

(第
三
號

大
入
)

四
八
入

ら
る

べ
き
も
の
ε
は
信
ぜ
ら
れ
慮
り

何
ほ
小
作
料
を
不
作

に
際
し
て
輕
減
又
は
冤
除
し
、
企
業
L⊥
の
危
険
を
地
主
に
於
て
負
推
す

る
こ
ε
に
關

し
て

は
、
そ
の
實
地

の
状
況
に
就

い
て
之
を
明
か
に
し
、
以
て
我
国
.の
小
作
制
の
本
質
を
知

る
料

ε
駕
し
た
い
己
思
ふ

が
、
そ
れ
に
入
る
前

に
今

一
ツ
、
二
毛
作
田
に
於
け
る
小
作
料
の
高
及
び
蟹
股
歩
合
に
就
い
て
前
同
様

の
衰
を
揚

げ
て
、
讃
者

の
参
考
に
資
す

る
こ
ご
エ
す
る
。

表
は
前
表
同
様
、
契
約
上
の
小
作
料

ご
費
際
牧
納
せ
ら
れ
π
る
小
作
料

ざ
、
後
者
が
當
該
地

の
實
際
牧
穫
量
に

鋤

封
ず

る
歩

合

蓬
を
示
す

も

の
で
め

る
、

)

田

干 群 埼 長 兵 大 京 東 地
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縄
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茜
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、
天
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一
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、
え

O

R

九
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三

四
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O
、七
8
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四
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一

一
皇
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『

(
=
〔一
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δ
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『

八
九
六

『
湘
究

O
、六
三

.
、八
一訟

盗

,
o

.

翌

∴

垂
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一…

亮

三

五
丁
八
、

罪

6

(
第
三
號

蔦

六
平

O

豊

・七

六
一
人
.

茜

6

晃

豊

男

・五

晃

《

〇

四
E
o

ノ、
O

o

薯

・
七

七

〇

)

盗

・O

兀
二
。
〇

六
〇
二

四
七
・
六

発

・
「

吾

・
∪

火

二
霊

凸

四
九
〇

に"

於
け
る
小
作
料
が

、

憂
_弛一

丞

R
窒

一
、
四
一
P

董

　

『
((四

皿
(
三

美
逸

話
.諮

固
頭
郡

げ

把
る
も

の
ご
を
比
較

し
て
見

て
も
、

平
均

に
就

い
て
見

る
に
、

「於

て
は
、

　
石

一
斗
五
升

六
合

に
な

っ
て
居

る
。
從

て
蟹

股
小
作
料
が
、
實
際

牧
穫

量

に
謝
す

る
歩
合

に
於
て
も
、

中

田
金
団
孕
均

一
毛
作

田
で
は
五
割
三
分

五
厘

で
あ

る

の
に
、
二
毛
作
田

で
は

五
割

六
分
九

厘

に
及

む
で
居

る
。

併

し
、

二
毛
作

既

に
於
て
は
勿
論

の
こ
ε
、

一
毛

作

田

に
於
て
も
、
我
国

の
小
作

料
は
、
實

牧
穫
量

の
半
額
以

上

な
る
が
多
く

、
之
を
全

国
雫

均

に
し
て
見

て
も
、

一
毛
作

田
中

の
下
田

に
於

て
も
、
小
作
料
歩
合

ぽ
五
割

↓
分

一
厘

ε
な

っ
て
居

り
、
土
田

に
於

て
は
五
割
四

分
七
厘

に
及

び
、
二
毛
作

田

に
在

っ
て
は
、
下
田
己

に
五

割
四

分

一
毛

作

田
に
於

け

る
よ

り
も
高

い
の
は
、
當
然

の

こ
ご
で
、
右
表

ご
前

に
掲

、

明

か

に
之
を
認

め
る
こ
ε
が
出
来

る
。
即

ち
之

を
巾
・寺

田

に
於
け

る
「全

国

一
毛

作
田

に
於

て
は
、
そ

の
實
牧

小
作

料
八
斗

九
升

八
合
で
あ

る
の
に
、

二
毛
作

田

に



⊥
ハ
厘
こ
い
ふ
高
き
歩
合
を
示
し
、
上
田
に
至
っ
て
は
五
割
八
分
二
厘
に
及
む
で
居

る
。
此
事
は
、
我
國
の
小
作
制

が
、
己
に
分
盆
制
を
脱
し
、原
則
ε
し
て
は
、
地
主
は
だ
罫
土
地
を
.提
供
し
、
そ
の
改
頁
を
行

ふ
の
み
で
、
農
具
や

種
子
肥
料
の
如
き
は
之
を
小
作
人
に
於
て
提
供
使
用
す
る
こ
ε
N
な

っ
て
居
る
事
情

`
併
せ
致

へ
て
、
注
目
に
値

す
る
厨
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
阻
。
即
ち
我
国
の
小
作
制
は
分
盆
制
を

一
歩
離
脱
し
て
居
り
乍
ら
、
然
か
も
小
作
人
の

一
般
の
状
態
や
境
遇
や
は
、
大
抵
分
盆
制
の
下
に
於
け
る
ご
同
様
に
貧
弱
な
る
も
の
で
あ
り
乍
ら
、
其

の
小
作
料

ε
し
て
よ
納
す
る
所
は
、
農
具
や
種
子
肥
料
を
ま
で
地
主

に
於
て
供
給
す
る
分
盆
制
に
於
け
る
よ
b
も
歩
合
高
き

に
居
る
こ
ε
、
實
に
我
国
の
小
作
人
に
取

っ
て
は
、
大
い
な
る
苦
痛
π
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
注
意
に
値
す
る
は
比

熱
で
あ
る
。
惟
ふ
に
我
国
に
在

っ
て
は
、
土
地
所
有
兼
併
の
欺
勢
は
、
さ
ほ
こ
顯
署
な
澤
で
も
な
い
の
に
、
從
來
何

し
ろ
農
村
に
於
け
る
人
口
多
き
に
過
ぎ
、
小
作
地
に
封
ず

る
需
要
が
供

給
に
比
較
し
て
過
剰
勝
だ

っ
π
事
情

ε
、

封
建
の
飴
習

に
依
る
地
主

の
地
位
ε
勢
力
の
優
越
こ
の
爲
め
に
、
小
作
料
は
分
霊
制
が
之
を
原
則
的
標
準
ε
す
る

新
芋
主
義

よ
り
も
高
き
に
居
る
ご
ざ
、
な

つ
π
も
の
で
あ
ら
う
。
叉
我
国
の
農
地
が
地
質
概
し
て
豊
饒

で
、
氣
候

も
亦
中
和
を
得
、
雨
量
適
宜
に
し
て
、
概
し
て
稻
作
を
圭
ε
す
る
水
田
に
在
っ
て
は
、
そ
の
敗
穫
量
多

き
こ
嬉
が
、

小
作
料
を
し
て
斯
く
高
率
な
ら

し
め
し
理
由

の

↓
端
を
駕
す
の
で
あ
ら
う
。

さ
れ
ば
我
国
の
小
作
慣
習
に
於
て
は
、
右
の
如
く
そ
の
普
通
小
作
料
が
比
較
的
高
卒
な
る
が
上
に
、
荷
ほ
小
作

エ
キ
ス
ト

ラ

料
以
外

に
種

々
の
名
義
.の
下

に
、
飴

分

の
納

入
を
小

作
人

よ
り
地

主

に
劉

し
て
爲
な
け
れ
ば
な
ら

潟
や
う
な
事
情

論

叢

小
作
刮
ぐ」小
作
法
(三
)

第
十
四
巻
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三
號

七
ご

四
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一

.
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論
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小
作
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小
作
法

(三
)

第
十
四
巻

(第
三
號

七
一
ロ

四
九
ニ

ノ

り

し

も
、
從

來
諸
地

方

に
存

在

し
把
の
で
あ

る
。

即

ち
「
日
米
」
「
込

・・米
」
「
サ

シ
米
」
「
入
桝
」
「
法

米
≒
縫

米
」
「
廻

シ
米
」

「
目
打
」
「
目

コ
ボ

シ
米
旨
上

り
米
」
「
上

ケ
桝
」
等

の
諸

名

樽
は
、
此

の
飴

分
納

入
を
意
味
す

る
も
の
で
あ

っ
て
、
其

の
慣

習

は
蓄
藩

時
代

か
ら
行

は
れ
、
そ

の
遺

物
が
、

術

ほ
現
在
諸

地
方

に
残
存

し
、

そ
の
額

だ
け

は
、
蜜
腺

の
小

作
料
を

し
て
、
契

約
額
封
土

に
高

か
ら

し
む
る

も

の

ぜ
す

る
。
洵

に
お
か
し
な
事

で
は
あ

る
が
、
小
作
人

に
謝
す

.

る
地
主

の
地

位

の
強

い
状

態
の

下

に
於

て
は
、
行

は
る

》
に
何

の
不
思
議
も

な

い
の

で
あ

る
。
而

し
て
其

の
鯨

分

納

入
の
額
に
至

っ
て
は

.
地

方

に
依

て
決

し
て

一
様

で
な

い
が
、
最

も
厳
く
行

は
れ

る
所

は
、
四
斗

入
俵

一
族

起

動

撤
し
て

一
升
又
は
こ
升
を
加
ふ
る
例
之
で
あ
る
。

尤
も
此

の
慣
習
は
、
近
時
府
縣
又
は
産
米
同
業
組
合
等
に
於
て
、
米
穀
検
査
を
貴
行
し
、
俵
入
数
量
を

一
定
す

鼻

る
に
至

っ
て
か
ら
は
、
追
々
ε
腰
滅
に
向
ひ
、
地
主
は
小
作
人
に
謝
し
、
頁
質
の
合
格
米
を
生
産

せ
し
め
叉
之
を

小
作
料

ε
し
て
納
入
せ
し
む
る
爲
め
の
奨
顧
の
意
味

で
、
右
の
醗
分
散
納
を
止
め
、
或
は
却

っ
て
奨
働
米
叉
は
奨

真説

顧
金
を
給
付
す

る
慣
習
す
ら
行
は
る
Σ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
ま
だ
此
の
鯨
分
納
付
は
全
然
跡
を
絶

つ
に
は

　
【一

至
ら
な

い
。

惟

試
に
小
作
慣
行
調
査
書

の
示
す
所
に
糠

っ
て
之
を
窺

へ
ば
、
從
來
京
編
.
大
阪
、
兵
庫
、
新
潟
、
栃
木
、
三
重

仁

滋
賀

、
岐
阜

、
宮
城

、
山

形
、
石
川
、
岡
山

、
廣
島

、
徳

島
、
香

川
、
愛
媛

、
高
知

、
幅
岡
暮

の
諸
府

縣

に
、
廣

同

麦

は

一
地
方
に
限
り
其

の
慣
禦

行
は
れ
て
居
π
が
・
右
述
ぶ
る
や
う
に
、
産
米
検
査
が
實
施
さ
る
註

至

つ

明



て
以
後
は
大
抵
塵
止
せ
ら
れ
、
把
ゴ
僅
少
の
地
方
に
於
て
の
み
、
其
の
現
存
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
有
様
で
あ
る
。

然
か
も
そ
れ
も
、
近
者
小
作
争
議
が
段

々
振
が
つ
て
來
て
、
小
作
人
の
運
動
漸
次
有
力
ご
な
る
に
連
れ
て
、
其
の

屡
止
を
克

つ
、
あ
る
。
岐
阜
縣
の
如
き
に
於
て
も
、
此
の
込
米

の
慣
習
は
、
少
か
ら
ず
同
地
方
の
小
作
争
議
の
原

因
を
助
け
た
や
う
で
あ

っ
た
が
、
や
は
b
最
近
そ
の
廃
止
は
大
艘
の
趨
勢
π
る
に
至

つ
π
。

.

も

う

り

も

も

ヘ

セ

し

そ
こ
で
又
立
簾

っ
て
、
小
作
料
の
軽
減
増
徴
等

に
關
す

る
我
國
の
慣
行
を
窺

っ
て
見
る
に
、
小
作
料
が
定
額
制

ε
な

っ
て
居
る
所
か
ら
、
本
來
か
ら

い
へ
ば
、
年
の
作
柄
如
何
に
關
係
な
く
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
所

の
額
だ
け

は
、
必
ず
牧
翻

せ
ら
る
べ
、き
筈

の
も
の
だ
け
れ
こ
も
、然
し
街

ほ
我
国
に
は
其
が
原
則
通
り
に
行
は
れ
て
居
ら
ぬ
。

尤
も
作
柄
が
豊
穰
だ
か
ら
ε
い
っ
て
、
小
作
料
が
増
徴
せ
ら
れ
る
こ
ε
は
な
く
、
其

の
關
係
か
ら

い
へ
ば
、
.小
作

料
は
小
作
人
の
之
を
負
櫓
し
得

べ
き
最
多
限
度
に
於
て
課

せ
ら

れ
て
あ
る
が
、
そ
が
最
多
限
度
た
る
が
矯
め
に
不

作
凶
作

の
場
合
に
於
て
は
、
常

に
小
伶
料
輕
減
に
關
す
る
問
題
が
起

っ
て
來
、

'大
抵

の
場
合
に
於
て
は
其

の
都
度

地
主
小
作
人
間
の
協
定
に
依
て
そ
の
輕
減
の
行
は
れ
る
を
例
ε
す

る
。
然
し
叉
地
方
に
依

っ
て
は
、
定
免
叉
は
常

冤

ご
稠
し
て
、
数
年
叉
は
十
敷
年
間
の
作
物
實
股
額
を
見
、
之
を
季
均

七
て
、
普
通

の
小
作
料
よ
り
も
や

＼
軽
き

小
作
料
を
定
め
、
凶
作
等
の
場
合
に
當

っ
て
も
、
そ
の
輕
減
を
行
は
な

い
慣
習
の
あ
る
所
も
、
少
し
は
あ
る
や
う

で
あ
る
。
而
し
て
軽
減
の
行
は
る
』
場
合
に
於
"
る
其
の
額
の
多
少
に
至

っ
て
は
、
時

・こ
所
ご
に
随

て
相
違

し
、

決
し
て
定
ま

つ
陀
標
準
は
な

い
。
荷
叉
畑
地
は
二
毛
作
以
上
な
の
が
普
通
だ
か
ら
、
そ
の

一
毛
作
が

不

作

だ

か

論

叢

小
作
制
ご
小
作
法
(三
)

第
十
四
巻

(第
三
號

七
三
)

四
九
三

28)同 上二 十四 一 二十六頁

,.



論

叢

小
作
制
こ
小
作
法
(二
)

第
十
四
巻

(第
三
號

七
四
V

四
九
四

ら

こ
て
、
直
ち
に
.小
作
料
の
軽
減
を
行
ふ
こ
ご
を
爲
さ
ゴ
る
地
方
が
少
く
な
い
。
(油
奈
川
、群
馬
、千
葉
、三
重
、富
山
、山
旦

小
作
料
軽
減
の
行
は
れ
る
場
合

に
は
、
田
に
於
て
は
常
に
夏
作
(
稻
作
)
の
作
柄

に
依
り
、
畑

に
於
て
も
亦
多
く

夏
作
の
作
柄
に
慮
じ
て
、
其
歩
合
を
決
定
す

る
を
例
ε
し
、
そ
の
決
定
は
部
落
々
、々
に
於
け
る
地
主
協
定
の
上
之

を
行
ふ
の
が
多
数

の
場
合
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
軽
減

の
行
は
る
エ
方
法
は
色
々
で
あ
っ
て
、「
地
主
小
作
人
立
合

の
上
牧
穫
前
に
目
分
量
に
依
る
検
見
を
行

っ
て
駕
す
も
の
も
あ
れ
ば
、
標
準
的
の
場
所
に
坪
刈
を
行

っ
て
之
を
決

定
す
る
も
の
も
め
る
。
坪
刈
を
行
ふ
場
合
に
は
、
町
村
農
會
の
坪
刈
査
定
に
準
撮

し
て
、
個
別
的
に
は
之
を
行
は

ざ
る
例
も
あ
れ
ば
、
叉
町
村
農
舎
の
開
催
す

る
立
毛
品
評
會
叉
は
模
範
田
及
び
普
通
田
の
坪
刈
成
績
獲
衰

に
準
撮

す
、る
も
の
も
あ
る
。
叉
山
形
縣
の
如
き
に
至

っ
て
は
、
年

々
坪
刈
を
行

っ
て
軽
減

の
牽
を
定
む

る
慣
習
が
廣
く
行

は
れ
て
居
る
。
省
文
小
作
料
輕
減
の
代
り
に
、
そ
の
幾
割
歩

か
を
無
利
子
で
以
て
翌
年
ま
で
延
期
し
て
納
入
せ
し

む
る
例
も
あ

る
。

天
災
其
他

に
依
り
作
物
の
被
害
甚
し
き
際
に
は
、
小
作
料
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
ε
も
、
諸
地
方
に
行
は

る
」

所
で
あ

る
。

要
す
る
に
、
此
の
小
作
料
の
軽
減
又
は
免
除
に
關
す
る
問
題
は
、
常

に
困
難
な
る
事
情
を
伴
ひ
易
く
、
.之
が
爲

め
に
所
謂
小
作
争
議
を
頻
獲
し
、
従
来
小
作
争
議
ご
い
へ
ば
圭
ε
し
て
此
に
關
す
る
問
題
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
然

し
此
の
輕
減
免
除
算
の
行
は
れ
る
習
慣
あ
る
こ
ε
は
、
前

に
之
を

一
言
し
π
や
う
に
、
我
国
の
小
作
制
を
し
て
其

29)同 上二十九一 三十頁

、



.

ド

セ

形
は
定
額

小
作
料
制
だ

ゲ
乍
ら

、
其

の
實
質

に
於

て
は

、
甚

だ
歩
合

小
作
料
制

だ

る
性

質
を
含
有

せ
し
む

る
所
以

で
あ

っ
て
、
、我
国

の
小
作
制

を
し

て
、
未

だ
純
然

た
る

企
業
制
陀

る

に
至
ら

し

め
す
、
又
我
國

の
小
作
料

を

し
て
、

土
地
.そ
の
も
の

に
固
有
な

る
性
質

よ
り
来

る
牧
盆

上
の
差
額

た

る
、リ

ヵ
ー
ド
ー
式

地
代
た

る
を
得
ざ
ら

し

め
、
少

く

ピ
も

、
そ

の
中

に
は
、
理

論
上

の
地

代

π
る
も

の
以

外

に
、
利
潤

の
性

質
を
有
す

る
も

の

、
包
含

さ
れ
た

る
を

思

は
し
む

る
も
め

ε
す

る
。何

れ

に
し

て
も
比

熱
は
、
我

国

の
小
作
制

の
有
す

る
面
白
味

た
る

ε
同
時

に
其

の
訣
黙

た

る
を
否
定
す

る
こ
ε
が
出
家

源
。

　

ロ

の

　

扱

て
右

に
逮

ぶ
る
所

は
、
主

ご
し
て
小
作

料

の
種
類

、
そ
の
領
導

に
關
す

る
こ
`
で
あ

る
が
、
次

に
小
作
料
牧

　

　

　

り

納

の
方
法
に
就

い
て
見
る
に
、
先
づ
そ
の
納
期
は
小
作
料
の
種
類
に
俵
て
異

っ
て
居
る
が
、
米
穀
に
依
る
牧
納
の

行
は
れ
る
も
の
は
、
大
抵
十
二
月
末
日
限
り
ε
な
っ
て
居
り
、
翌
年

「
月
末
日
限
叉
は
蕾
年
末
限
こ
な

っ
て
居
る

例
も
あ
る
。
貨
幣
に
依
て
納
入
す
る
も
の
に
在

っ
て
は
、年
末
計
算
又
は
六
、
七
月
ε
年
末
ε
の
半
期
計
算
ε
な
ρ

て
居
る
。
大
豆
納
は
八
月
末
叉
は
九
丹
末
限
、
饗
納
は
六
月
末
又
は
七
月
末
限
こ
い
ふ
の
が
普
通
の
例
で
あ
る
。,

　

　

コ

の

　

　

　

り

小
作
料
納

入

の
場
所

は
、
地
主

叉
は

そ
の
差

配

の
住

宅
叉
は
倉
庫

に
、
小
作

人

よ
り
之
を
持
参
す

る
の
が
普
通

の
例

で
あ

る
。併

し
地

霊

の
方

か
ら
小
作
人

の
方

へ
出

掛
け

て
行

っ
て
牧

得
す

る
慣

例
も
、
諸
縣

の
部

分

々
々

に
行

は
れ

ズ
居

る
。

又
村
落
内

に
昔
時

の
郷
倉

の
存
在
す

る
所

に
在

っ
て
は
、
其
所

で
授
受

の
行

は
れ

る
も

の
も
あ

る
。

叉
米
穀
検
…萱
場

に
於

て
授
受

さ
る
N
例

も
あ
る
。
然

る

に
近
時
農
心莱
倉
庫

が
漸

次
普

及
す

る
に
至
れ

る
ご
共

に
、

・

論

叢

小
作
制
ぜ」小
作
法
(三
)

第
十
閥
巻

〔第
三
號

七
五
)

四
九
五

30)同 上三十 七頁

■



論

叢

小
作
制
ご
小
作
法
(三
〉

第
+
四
巻

(第
三
號

七
六
)

四
九
六

小
作
米

の
牧
納

は
之
を
農

業
倉
庫

に
於

て
す

る
が
、
地

主

に
も

小
作

人

に
も
便

利
な

る
が
矯

め
に
、
之
を

利
用

す

る
風
追

々

ε
熾

に
な

っ
て
來

把
や
う

で
あ

る
。
此

の
方

法
は
、
そ
が
}座
氷
検
査

ピ
併
行
す

る
を

例

ε
す

る
が
故

に
、

種

々
の
利

便
あ
り
、
.農

業
倉

庫

の
職

能

の

晶
ε
し

て
、
今

後

は
益

々
廣

く
行

は

る

N
に
至

る

べ
し

ε
信

ぜ
ら

れ
る
。

而

し

て
小
作
料

の
運
搬

に
要
す

る
費
用

は
、
小
作
人

よ

り
之
を
持

参
.す

る
場

合

に
は
、
小
作
人

に
於

て
負
措
す

る

を
通

例

ε
す

る
。

り

　

リ

ロ

次
に
小
作
米
の
甜
質
に
關
し
て
は
、
慣
習
上
泰
雑
物
な
き
良
質
の
も
の
を
牧
補
す
る
ε
い
ふ
こ
ご
に
な

っ
て
居

る
が
、
産
米
槍
査
叉
は
輸
出
米
槍
査
の
實
施

さ
れ
た
る
所

に
在

っ
て
は
、
そ
の
合
格
米
叉
は
合
格
何
等
以
上
の
も

の
ε
い
ふ
や
う
な
制
限

が
付

せ
ら
る
＼
こ
ご
エ
な

る
を
通
例
ε
し
、
そ
の
代
b
地
主
は
之
に
謝
し
て
相
當
の
奨
顧

米
又
は
興
腸
金
を
交
付
す
る
慣
習
が
出
来

て
來
て
、
漸
次
廣
き
に
渉

っ
て
行
は
れ

つ
N
め
る
。
而
し

て
俵
装
に
關

し
て
は
慣
行
は
あ
ま
り
厳
重
の
制
限
な
き
を
例
ε
す
る
や
う
で
あ
る
が
、
米
穀
検
査
の
行
は
れ
る
地
方
で
は
、
そ

の
方
面
か
ら
之
を
厳
重
に
す
る
も
の
だ
か
ら
自
然
小
作
米
の
方
も
之
に
倣

ふ
こ
・し
』
な
り
、
漸
次
大

い
に
改
善
せ

ら
れ

つ
Σ
め
る
。
術
ぼ
米
穀
の
升
且
里
ε
共
に
其
の
重
量

に
重
き
を
置
く
地
方
に
在

っ
て
は
、
俵
装
の
重
亘
里
に
も
自

ら

一
定
の
制
限
の
設
け
ら
る
ン
を
見

る
の
で
あ
る
。

り

り

　

　

　

　

次
に
小
作
料

の
滞
納
に
謝
し
て
は
、
昔
塒
は
嚴
重
な
る
虚
勢
の
行

は
れ
π
る
を
見
た
が
、
近
時
そ
の
風

は
大

い

に
塵
れ
、
滞
納
部
分
に
野
し
て
は
利
子
を
徴
す
る
ピ
か
、
滞
納
飴
b
甚
し
き
に
至
れ
ば
小
作
地
を
取
上
ぐ

る
ご
か



い
ふ
や
う
な
威
分
が
行

は
れ
得
る
に
渦
ぎ
諏
。
そ
れ
も
近
頃
小
伶
人
の
数
が
不
足
し
地
主
が
却

っ
て
小
.作
人
を
得

る
に
困
難
を
撃

・
や
う
な
壽

め
・
所

・
於
て
は
、
寡

獲

萎

に
於
て
甚
だ
蕩

な
も
の
た
ら
ざ
る
を
得

ざ
◎

、
ま

な

っ
た
。
従
来
諸
所

に
行
は
れ
た
暑

中
面
白

い
も
㊨
を
二
三
擧
げ
て
見
や

う
な
ら
ば
・
京
都
府
下

で
は
同

一
小
作
人
が
諏
人
の
地
主
中
の

「
人
に
謝
し
て
小
作
料
を
滞
納
し
、
徴
収
の
見
込
な
き
場
合
に
は
、
他

の

地
主
に
於
て
其
の
損
失
を
卒
導

に
質
権
す
る
例
が
あ
る
。
叉
滋
賀
縣
蒲
生
郡
に
は
五
人
組
よ
り
之
を
納
入

せ
し
む

る
慣
習
が
行
は
れ
て
居
た
。
又
愛
媛
縣
伊
豫
郡
に
は

一
村
内

の
小
作
人
共
同
し
て
未
納
者
の
滞
納
小
作
料
を
支
佛

ひ
、
そ
の
小
作
地
は
之
を
地
主

へ
返
還
せ
な

い
で
、
小
作
人
の
問

に
於

て
申
合
せ
て
之
を
小
作
す
る
慣
例
が
あ

っ
.

ゆた
。
然

し
す

べ
・て
此
種

の
慣
習

は
漸
次
塵
れ
行

く

べ
き

運
命

を
持

つ
は
、
言

を
俟
た
ざ

る
所

ε
す

る
。

玉

我
國

に
於
て
普

通
に
行
は

れ
て
居

る
小
作
制

の
眼
目

ざ
す

る
所

は
、
大
禮
上

に
述

べ
だ
や
う
な
状

態
ぞ

あ

る

が
↓
省

ほ
水
利
費

、
土
地
改

良
費

等

に
…關
し
て
、
地
主

に
於

て
之
を
質
権
す

る
を
原
則
的
慣

例

ご
し
乍
ら

、
荷
は

其

の

}
部

を
小
作

人
に
於

て
負
推
す

る
慣

習

の
行
は

る

＼
所

も
あ

る
。
更

に
叉
灌
漑
用

具
、
種
籾

、
肥
料
等

は
小

作

人
に
於

て
之
を
自
辨
す

る
を
原

則

ε
し
乍
ち
、
や

は
り

そ

の
全
部
叉

は

一
部

を
地
主

に
於
て
給
興
す

る
か
、
然
ら

ざ

れ
ば
無

利
子

に
て
貸

付
す

る
慣

習

の
行

は
れ

て
居

る
所

も
あ
る
。
其
他

叉
特

別
の
慣

習

ε
見
ら

る

べ
き
も

の
ε

し

て
は
、
.小
作

人

に
於

て
地
主

の
農
繁
期

に
其

の
手
傳

を
駕
す
例

や
(新
潟
、
巖
手
、
青
森
、
富
山
、
石
川
、
島
根
、
熊
本
、
鹿

論

叢

小
作
制
定
小
作
法
(三
)

第
十
四
巷

(第
三
號

七
七
)

四
九
七

四入貢3【)同 上 四 七

「



論

叢

小
作
制
ミ
小
作
法
(三
)

第
十
四
巻

(第
三
號

七
さ

四
九
八

見
島
、
沖
縄
)、
地

主
は
小
作

人

に
謝

し

田
の
裏
作

は
之
を

無
料

に
て
小
作

せ
し
む

る
例
や

(埼
玉
、輻
井
鳥

取
)、
桑
畑
、
櫨

畑

等

の
下
作
を

ば
無
料

に
て
爲

き
し
む

る
例
や

(岐
阜
、
宮
城
、
山
形
、
秋
田
、
鹿
島
、
愛
媛
、
佐
賀
、
)

一
定

の
賃
金

を
定

め

て
耕
作
を
請
負
は
し
む
る
例
や

(
耕
作
小
作
(愛
恕

請
負
小
作
、
始
末
聖

駕

)
搾
め
上
げ
£
・森
)
預

ケ
.田
奮
山
}

駄
賃
作
者
川
)

等
の
名
禰
を
以

て
知
ら
れ
て
居
る
)
公
租
公
課

一
切
を
小
作
人
の
負
据

ε
寫
し
.、
地
生

は
年
々

一

定

せ
る
や

、
低
廉
な
る
小
作
料
を
取
立
つ
る
例
や

(作
徳
卸
〔輻
老

受
切
り
小
作
〔岡
山
ご

利
益
多
き
小
作
地

ご
利

益
少
き
小
作
地

ε
を
組
合
せ
て
小
作
せ
し
む
る
例
や
(静
岡
、
落
間
)

一
定
の
金
額
を
地
主
に
預
け
叉
は
貸
付

し
、
そ

の
利
子
ε
し
て
無
料
で
小
作
を
爲
す
例
や
〔濡

三

重
)
買
涙

し
特
約
付
萱
買
叉
は
質
入
地
小
作
の
例
(鷲

)
や
が

諸
地

方

に
慣
習

ε
し

て
散
養

し
て
居

る
の

で
あ

る
。

総
て
上
に
湛
ぶ
る
所
は
、
我
国
に
於
け
る
普
通
の
小
作
制
ξ
見
る
べ
き
も
の
に
就

い
て
の
こ
ε
で
あ
る
が
、
伺

ほ
我
国
に
は
此
の
普
通
の
形
式
以
郷

に
、
特
殊

の
小
作
制
ε
見
ら

る
べ
き
も
の
の
、諸
所

に
存
在
す
る
が
故
に
、
此

等
に
就

い
て
も
、
簡
単
に
そ
の
制
度
の
要
旨
ε
す

る
所
を
誘

い
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
而
し
て
此
等

の
制
度
は
、

そ
の
小
作
制
、こ
し
て
の
獲
達
の
程
度
の
上
か
ら
い

へ
ば
、
普
通
に
行
は
れ
て
居
る
所

の
も
の
ε
相
似
.て
や
ン
之
よ

り
も
幼
稚
な
る
が
多
く
、或
者
は
我
国
普
通
の
小
作
制
に
よ
り
多
く
近
似
し
、
.叉
或
者
は
分
盆
小
作
制

起
よ
り
多
く

近
似
し
て
居
る
。

甲



み一

見
取
小
作

之

は
年

々
の
小
作
轡

を
足

頚

の
も

の
ご
せ
†

、
年

々
の
佑
柄
を
見

定
め
た

る
上

、
そ
の
年

(
.

の
.小
作
.料
を

定
む

る
も
の

で
あ

る
。
而

し
て
此

の
見
取

制

は
や

は
り
善

く
行
は

れ
花
る
所

の
も

の
」
残
存

せ
る
に
.

過
ぎ
な

い
で
、
そ
れ
は
+
エ
ε
し

「て
旱
魃
水
害

等

の
爲

め
年

々
の
作
柄

が

「
足

せ
す

、
從

て
定
額

小
作
料

の
決

定
し

難

き
事
情
あ

る
所

に
行

は
れ

る
も

の
こ
す

る
。

さ
れ
ば

此

の
制

度
は
分
金
制

に
近

き
も

の
な
る
は
、
甚

だ
賭

易
き

所

に
.驕
す

る
。

見
取

の
方
法
は
年

々
出

來
榮
え
を
検
見

し

て
小
作
料

を
定
む

る
の
で

め
つ
て
、
普

「通

の
分
盆

制

の
や
う

に
、
豫

め
そ

の
分
盆
歩

合
を

一
定

し

て
置
く
も

の
で

も
な

く
、

又
普
通

の
定
額

小
作

制

の
や
う

に
、

そ

の
額

を
豫

め

一
定

し
て
置
く
も

の
で
も
な

い
。
然

し
検

見

の
上

は
小
作

料

陀

る

べ
・き
部

分
を
そ

の
額
.に
於

て
決

定
し
、
刈
取
調
製

し

穀
箕

ξ
爲
し
た

る
上

に
小
作

人

よ
り

之
を
納

入
す

る
も

の
ざ
す

る
。

今
此

の
小
作

制

の
憂

存

し
て
居

る
地
方
を
擧
げ

て
見

や

う
な
ら
ば

、新
潟
(編
島
潟
沼
岸
地
下

「見
取
小
作
」
灘

岡
(引
佐
郡

輿
山
村
大
字
割
宿
)
岐
阜

(養
老
郡
)一
「見
取
」
長

野
〔上
伊
那
郡
片
桐
村
)
一
「
見
取
り
」
最
手

(岩
手
郡
繊
尾
村
一
「枠
入
小
作
」ミ
潤
す
る
)島
…根

(簸
川
郡
紳
西
村
大
字
神
西
沖
分
、神
西
西
分
、同
郡
江
南
村
大
字
三
部
及
研
二
部
V
(隠
岐
島
馬
前
地
方
)l
L

奉
行
ん
り
」又
に
「槍
見
取
」ε
構
す
ズ
適

摩
郡
の
一
部
一
「稔
見
定
φ
」・、撰
す
)熊
本

(天
草
郡
の
「
部
工

合
切
」ご
解
す
)
鹿
児

島

(姶
良
郡
蒲
生
村
「
見
掛
小
作
」薩
摩
郡
上
甑
村
「
見
掛
」)

の
諸

縣
で
あ

る
。

うに
.

株

小

作

農

家

一
月

分

の
耕
作

ε
も
て
適

當
な

る
や
う

に
田
、
畑

、
原
野

、
屋
敷

等
を
組
合

せ
之
を

輪

業
」

小
作
制
亭」
小
作
法
(三
)

第
十
四
雀

(第
三
號

七
九
)

四
九
九

顧

幽

.



論

叢

小
作
制
・こ
小
作
法
(二
)

・

,第
十
四
巻

(第
三
號

入
O
)

五
〇
σ

一
農
場

ぜ
し

て
小
作

せ
し
む

る
も

の
之
で
あ

る
。

此

の
制

度
は
北
海
道

に
在

っ
て
は
普
通

に
行

は
る

、
所
な

れ
ご」

ち
、
内

地

に
於

て
は
特
殊

小
作
制

た
る

に
過
ぎ
な

い
。

而

し
て
を

の
組

合
せ
は
、
或

は
田
畑
の
み
な

み
場
合
も

め

れ
ば

、
苗
代
地

、
稻
干
場

、
草
山
等

ま

で
も
組

入
れ

る
も

の
も
あ

る
.

此

の
小
作

制

の
行

は

る
》
所

は
、
新
潟

〔西
蒲
原
郡
1
「瀞
前
脚
」芝
溜
す
)
兵
、庫

鍍

崎
郡
奈
佐
村
)
三
重

〔桑
名
郡
七
取
村
大
字
香

取
X
阿
山
郡
上
野
町
の
某
地
圭
の
喪
行
ず
る
「移
住
小
作
」)石
川

勧

喰
郡
柏
崎
村
宇
宿
X
江
沼
郡
に
行
に
る
＼
岡
卸
」)鳥

取
(日
野
郡
山
上
村
及
び

阿
見
縁
村
)
島
根
(簸
川
郡
稗
原
村
及
び
仁
太
郡
の
一部
)
(那
賀
郡
に
も
典
例
あ
り
}
(美
濃
郡
内
に
行
に
る
、
コ

屋
激
」も
此
例
で
あ
ろ
)

等

の

諸

縣
下

で
あ

る
。

ラ一昌

共
同
小
作

農
家
軍

凋
に
小
作
を
行

は
ず

、

二
人
以
上

の
者

共
同

に
小
作
を
行

ふ
も

の
之

で
あ

っ
て
、

く
伊
太
利

の

諺
諭
暮
雪
舜

O
o
ま
寒
轟

に
類

し
、
我
凾
内

に
行

は
る

》
も

の

に
も

、
や

は
り
伊
太
利

札
於
け

る
ビ
同

じ

ラ

や
う

に
、

一
全
部
共
同
脛
鞍

ε
ず
る
も

の

(
諺
弟
葺
窪

溝

9
8
匿
三
。
・
の
舅
巨

)
即

ち

二
人

以
上
の
者
が
田
畑
を
共

く

同

に
借

受
け
共

同
の
資

本

ε
勢

力

ε
に
依
り
て
之
を

小
作

経
鬱

し
、
其

の
利
益
は
共
同
活
間

に
分
配
す

る
も

の
ε
、

ラニ
だ

鑓
或
部

分

の
事
務
だ
け
を
共
同
経

管

に
し
大
雅

は
や
は
り
共
同
者

の
分
罐
経

管

ε
す

る
も

の

(〉
穿

冨
ロ
Np
"

く。
自
盛
N{2
5

匹
許

曽
)
即
ち

小
作

人
組
合

の
名
義

で

　
纒

に
田
畑
を
借
受

け
、

之
を
組

合
員
間

に
分
ち

、
各
自

を
し

謝

て
小
作

せ
し
む
る
も
の
ε
が
あ
る
。
尤
も
我
国
に
於
け
ろ
共
同
小
作
制
は
、
從
來
は
た
ゴ
例
外
的
に
然

か
も
試
験

約
に
行
は
れ
る
も
の
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
事
情

起
よ
り
讐
來
の
必
要
上
行
は
れ
凍
れ
る
も
の
で
め
っ
て
、
そ
の
敷
も

」

32)同 上一二 〇頁 。本誌第十三巻第十六 號七五一 七入貢拙稿「農業鱒働問題 」{六〉
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'

少
く
、
又
そ
の
組
織
も
不
完
全
で
あ

っ
て
伊
太
利
に
於
け
る
も
の
ε
直
ち
に
之
を
比
較
す
る
は
・
聯

か
比
倫
を
失

す

る
嫌
な
き
を
得

組
。
け
れ
ご
も
今
後
小
作
人
組
合

の
獲
達
す
る
に
つ
れ
て
、
此
の
共
同
小
作
制
は
、
必
ず
や
之

ε
共

に
獲
達
す
る
に
至
る

べ
き
も
の
ご
考

へ
ら
れ
る
。

試

に
小
作
慣
行
調
査
書
に
識
す
る
所
に
継
て
、
そ
の
行
は
る
N
例
を
示
せ
ば
、
新
潟
縣
下
に
睦
青
年
團
、
農
事
研

究
會
員
等
に
て
共
同
小
作
を
行

ふ
例
あ
b
ε
せ
ら
.れ
て
居
る
。
北
極
の
例
は
現
今
他
府
縣
に
も
術
ほ
少

か
ら
ず
存

在
す
る
こ
ε
で
あ
ら
う
。
文
盲
山
縣
西
礪
波
郡
に
稀
に
存

す
る
「
仲
問
田
」
な
る
も
の
は
、
小
作
人
が
死
亡
す

る
か

其
他
の
理
由
に
依
り
鵜

小
作
を
繕

し
得
ぎ

場
合
に
、
親
隻

は
近
隣
の
者
が
之
墾

仲
間
に
な

り
て
共
同

小
作
を
行
ふ
も
の
で
あ
・
。
又
売

縣
鹿
島
鶯

屋
村
に
於
て
は
尋

合
小
作
」
籍

し
て
共
同
小
作
を
爲
す
例
が

あ
る
。
然
し
そ
れ
は
毘
周
年
等
が
小
便
鏡
を
儲
け
る
爲
め
に
之
を
行
ふ
も
の
で
数
名
の
者
が

一
二
段
の
旧
地
を
小
作

す
る
に
過
ぎ
雪

の
・
毛

あ
る
。
麗

児
島
縣
薩
摩
都
入
乗
付
に
行
は
る
判

模
合
田
作
L
な
る
も
の
は
頼
母
子

講

に
類
す

る
小
作
制
で
め

つ
て
、
地
主

一
人
ε
小
伶
人
四
五
人
を
以
て

「
組
ご
し
、
年
々
順
番
に
取
立
を
定
め
、

取
圭
は
種
子
肥
料
其
他
を
用
.意
し
、
他
の
組
合
眞
は
之
が
共
同
小
作
人
ε
な
り
、
一
家
三
人
位
宛
の
勢
役
を
出
し
合

ひ
、
以
て
全
部
の
勢
作
を
共
同

に
し
、
そ
の
吸
穫

は
全
部
取
主
の
所
得
ε
爲
す
も
の
.で
め
る
。召

次

に
小
作
組
合
の
名
義
を
以
て
す

る
右
掲
第
二
の
形
式

に
臆
す
る
共
同
.小
作

の
例
ε
し
て
は
、
山
形
縣
西
置
賜

郡
長
井
村
有
限
責
任
成
田
小
作
人
組
合

に
於
け
る
桑
園
の
共
同
経
管
。
鳥
取
縣
岩
美
郡
面
影
村

に
於
け
る
組
合
的
、

論

叢

小
作
削
ぐ」小
作
法
〔三
)

第
十
四
巻

(第
三
號

八
　
)

玉
Q
一

語)小 作慣行 に聞 すろ資料・一二ー頁

、
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ノ

、

.

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
(三
)

第
十
四
巻

(第
三
號

八
二
)

五
〇
二

共
同
耕
作
。

岡
山
縣
苫

田
郡
東

一
.宮

村

の
小
作
組
合
及

び
廣

島
縣
高
田
郡

船
佐
村
内

に
賀
は

る

》
共

同

小

作

等
.

が
・
調
璽

吊

嬉

げ
ら
れ
て
あ
剛

性
合

同
調
査
の
行
・
れ
た
・
崖

、
小
作
粗
食

び
肇

馨

管

依

る
共

同
小
作

の
例
は
、
諸
地

方

に
於

て
大

い
に
増

加
し

た

こ
ξ
で
あ
ら
う
。

そ
し

て
其

の
所
謂
共
同

小
作

制
な
る

も

の

、
中

に
は
、
完
全

な

る
共

同
制

た

る
も
の
も

あ
り

、
セ

ゴ
僅

か
に
共

同
制
定

る
面
目

を
備

ふ

る
に
過
ぎ
ざ

る

も
の
も
あ

る
こ
ξ
は
、
注
意

を
要
す

る
所

な
駈

ε
す

る
。

右

に
掲
ぐ

る
所

の
も

の
は
、
我

国

に
行

は
る

・
特
殊

小
作
制

ε
し
て
.
そ

の
行

は

る

蕩

所

が
甚

ど
局

限

せ
ら

れ
た

も
の
た
る

に
せ
よ
、
從
て
そ

の
制
度

ご
し
て
の
重

要

さ
は
肚
曾
経
済
的

に
は
寧

ろ
頗

る
輕
少
な

る
も

の
た
る

に
せ
よ
、

之
を
其

の
性
質

上
よ
り
見

れ
ば
、
各

々

一
の
特
殊

小
作
制

ε
し
て

取
扱

ふ
に
は
足

り
る
も

の
で
あ

る
。

然

る
に
術
ほ
自
ら

福

の
小
作
制
た
る
に
は
足
ら
す
`
も
小
作
制
に
附
随
す

る

覆

の
慣
習
的
制
度
ε
し
て
比

較
的
摩

行
は
る
・
所
の
も
の
は
、
「
又
小
作
」
各

「
仲
小
作
」
な
る
も
の
之
で
あ
る
。
条

作

姦

、
小
・作
地
の
.

轄
借

に
依
て
小
作
を
行

ふ
も
の
之
で
あ

っ
て
、
其

の
叉
小
作
人
ε
地
主
巴
の
中
間

に
立
ち
小
作
地
の
轄
貸
を
行
ふ

う

も
の
を
仲
小
作
人
`
稠
す
る
。
此
の
制
度
は
、

一
永
小
作
権
を
有
す

る
音
叉
は
地
主
ご
特
約

し
て

一
纏

め
の
土
地

ぐ

の
小
作
権
を
得
π
る
者
が
、
相
等
の
利
得
を
牧
め
小
作
料
滞
納
の
場
合
に
於
け
る
危
険
を
負
推
し
て
軸
貸
を
行
ふ

.

場
合
コ
地
主
よ
り
相
當
の
報
酬
を
受
け

一
纏
め
の
小
作
地

の
支
配
を
委
託
せ
ら
・れ
其
の
委
任
の
椹
限
内
に
於
て
小

(

齢)同 上一二二 三頁

,



ず

ラ

作
人
を
選
定
し
且

つ
小
作
地
を
管
理
す
る
場
合
三
小
作
人
の
都
合
上
中
間
の
利
得
を
牧
め
小
作
料
滞
納

の
場
合
に

(

.

於
け
る
危
険
を
負
捲
し
て
其
の
小
作
地
を
韓
貸
し
地
主
は
之
を
獣
記
す
る
場
合
の
三
場
合
に
依

っ
て
成
立
つ
も
の

ξ
調
査
書
に
は
記
さ
れ
て
あ
る
。
此

の
制
度
の
主

ご
し
て
行
は
る
」
所
は
、
新
潟
、
愛
知
、
富
山
、
岡
山
、
大
分

鋤

諸
縣
下
の
或
地
方
な
り
ご
す
る
。

尚
又
彼
の
「
作
り
子
」
「
問
屋
」
「
被
管
百
姓
」
「
名
子
」
「
子
分
」
「
入
百
姓
」
等
の
名
稠
の
下
に
諸
地
方
に
於
て
、

或
地
主
に
專
麗
し
、
家
屋
、
農

具
、
耕
牛
馬
、
種
子
、
肥
料
、
食
料

、
燃
料
等
を
貸
奥
支
給
さ
れ
て
其

の
地
主
の

田
畑
を
耕
作
し
、
叉
地
主

の
農
事
家
事
等

に
使
役
せ
ら
る
.》
も
の
を
も
、
之
を
小
伶
人
ε
補
す
れ
ば
構
せ
ら
れ
ぬ

こ
ε
も
な
く
、
之
亦

一
種
の
小
作
制
ε
も

い
へ
る
。
併
し
此
等
は
寧
ろ

一
種

の
勢
働
契
約
の
下

に
窪

み
勢
働
者
ご

見
る
を
適
當
ざ
す
る
こ
も
考

へ
ら
れ
乃
。
小
作
制
特

に
冴
盆
小
作
制
は
此
程

の
小
作
制
た
り
勢
働
契
約
制
た
る
も

の
よ
り
獲
達
し
て
來
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
要
す

る
に
之
は
純
然
だ
る
企
業
ε
し
て
の
小
作
制

ご
は
大
分
懸
離
れ

陀
も
の
で
あ

る
。
然
し
我
国
に
は
京
都
、
新
潟
、
千
葉
、
栃
木
、
静
岡
、
山
梨
、
長
野

、
温
品
、
巖
手
、
秋

田
、

石
川
、
島
根
、
岡
山
、
鷹
島
、
山
口
、
和
歌
山
、
徳
島
、
香
川
、
愛
媛
、
幅
岡
、
熊
本
、
鹿
児
島
、
北
海
道
等
の

珊

諸
府
照
雨

に
渉

っ
て
、
.贋
く
其
の
残
存
し
又
は
新
に
獲
生
す
る
を
見
る
次
第
で
あ
る
。

街

ほ

誠
國

に
於
け

る
特
殊

小
作

制

`
し

て
は
、
彼

の
刈

分
小
作
制

{
永
小
作
制

ご
は
、
最
も

研
究

に
値
す

る
も

論
旨
叢

小
作
制
ε
小
作
法
〔三
)

第
十
四
巻

(笙

二
號

八
三
)

五
〇
三

35)同 書 一 一 九 一 一 二 〇頁

36)同 上 一 一六 一 一 一 八頁

,



論
.
叢

小
作
制
建
小
作
法
(三
)
.

第
十
四
巻

(第
三
號

八
四
V

五
〇
四

の
で
あ

る
が
、
前

者

に
就

い
て
は
、
前

號
既

に
そ

の
大

様
を
示

し
た
。
後
者

に
關

し
て
は
、
そ

の
制
度

が
頗

る
特

異

の
も
の
陀

る
が

偶
め
に
、
之

に
關
す

る
濁
立

の
研
究

を
試

む

る
が
寧

ろ
適

當
で
あ

る
か
ら

、
藪

に
は
之
を
省

い

て
榿
く
。

併

し
上
に
述

ぶ
る
所

だ
け
に
就

い
て
見
て
も
、
如

何

に
我
国

に
於

け

る
小
作
制

に
關
す

る
實

歌
が
複
雑
で
、
諸

種

の
も
の
が
粗
漉

存
し

、
從

て
利
害
關

係
等

の
如
何

に

叉
複
雑

な

る

べ
き
か
を
推

知
す

る
こ
ε
が
出

家

る
。
併

し

之
を
要
す

る
に
、
我
国

の
小
作

制
が

一
般
的

に
荷

ほ
制

度

ビ
し
て
幼

稚

で
、
純

企
業
制
た

る
に
遠
く

、
勢
働
契
約

制
た

る
に
近

き
も

の
多

き

こ
ε
は
、
最

も
注
意

を
要
す

る
所

な
り
ε
す

る
。
從

て
又

一
般
的

に
小
作

人

の
地

位
は

企
業
家

た
る
よ
り
も
勢
働
者

陀
る
に
近
き
も

の
多

き
を

、
忘

れ

て
は

な
ら

ぬ
の
で
め

る
。

我
国
の
小
作
慣
行
ド
聞
し
て
に
、
現
下
叉
農
務
向
に
於
て
頚
っ
て
調
査
中
で
め
る
か
ら
、
そ
の
結
果
が
嶺
衷
さ
る
L
に
至
ら
ば
、
菰
に
掲
ぐ
ろ
所
の

も
の
以
上
F
岱
ほ
諸
多
の
事
項
に
渉
っ
て
、
詳
細
に
實
斌
が
知
り
得
ら
る
」
こ
ミ
、
な
ろ
で
あ
ら
う
、

7

『


